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福井地方裁判所民事部 御中 

令和 4年（ヨ）第１５号 

関西電力株式会社・高浜原子力発電所 1～4号機運転差止め仮処分命令申立事件 

債権者 中島哲演外 1名 

債務者 関西電力株式会社 

 

準備書面２２ 

 

令和５年１２月１日 

 

債権者ら 代理人弁護士 笠原 一浩 

 

１ これまで起こった減肉事故 

債権者らは、準備書面９の６ｐ以下において、以下のように述べ、老朽化問

題について指摘した。 

               記 

「（１）まず時系列として、本件各事象が起こった日付を確認しよう。 

以下は、債務者の主張書面（８）の１９ｐ以下による。 

①高浜３号機の第２３回定期検査（２０１８年８月３日から） 

②高浜４号機の第２２回定期検査（２０１９年９月１８日から） 

③高浜３号機の第２４回定期検査（２０２０年１月６日から） 

④高浜４号機の第２３回定期検査（２０２０年１０月７日から） 

⑤高浜３号機の第２５回定期検査（２０２２年３月１日から） 

⑥高浜４号機の第２４回定期検査（２０２２年６月８日から） 
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（２）まず、債務者もｐ２１で自認する通り、事象①で異物混入によって減

肉が起こったと判断され、その後も「対策」を取ったはずであるにも

かかわらず、さらに事象②で同様の異物混入による減肉が起こった。

のみならず、同じ３号機においてすら、事象③で再び異物混入による

減肉が起こった。債務者のいう「原因究明と対策」とは、分かりやす

く言えば、「ドラえもん」の「のび太君」が０点を取って母親から叱

られ、今度はちゃんと勉強すると言いつつも再び０点を取ったとい

うのと同レベルのものでしかない。 

（３）同様に、債務者もｐ２１で自認する通り、事象④でスケールによって

減肉が起こったと判断され、その後も「対策」を取ったはずであるに

もかかわらず、さらに事象⑤で同様のスケールによる減肉が起こっ

た。のみならず、同じ４号機においてすら、事象⑥で再びスケールに

よる減肉が起こった。 

（４） なお、言うまでもないが、債権者らが非難しているのは栓をしたこ

と（債務者主張書面（８）２４－２５ｐ）それ自体ではなく、栓をし

た程度の弥縫策で、再発を防止するに足る対策を取ることなく、再び

原発を稼働させたことである。 

（５） 事象①から事象⑥までの間隔は約４６カ月であり、平均して９カ月

強（最大でも１７カ月程度）の間隔で同種事象が起こっている。事象

⑥から現在まで既に８カ月近くが経過しており、いつ同種事象が生

じてもおかしくない。債務者は主張書面（８）の２７ｐにおいて、乙

２２７の１の２７－２８ｐの一部のみを引用しているが、原子力規

制庁の高須統括監視指導官すら、２８ｐから２９ｐにかけてこう述

べていることを改めて想起されたい。 
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「異物のときもそうですけど、ある程度、伝熱管の振れ幅が決まって

いるので貫通には至らない、これも理解はできます、メカニズム的に。

一方で、Ａのようにスケールがずっと当たり続けるような、ああいっ

た形状でずっと伝熱管にずっと当たり続ける形状にはならないんだと

いうご説明ならそうでいいんですけど、それは多分否定できないんで

はないかなと思ってまして、そうなったときに稠密量が、どれぐらい

のものが何時間やればこうなるんだという考察はあってもいいんじゃ

ないかなと思うんですけど、いかがでしょうか」（２８ｐ） 

「今言われたやつをきちっとご説明いただかないと、我々、やはり次、

これが本当に対策はできました、でも、スケールが出てくることは否

定できません、そのスケールが悪さする可能性はどこまで悪さするん

でしょうかというところが多分一つの大きな論点だと思うんです。そ

ういうふうにお互いが振れるんで、その摩耗量がそこまで行かないん

ですという、その口頭の御説明いただいても、これはなかなか私とし

ては納得いかないかなと思ってますので、そこはしっかりご説明して

いただく必要があるんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。」

（２９ｐ）」 

 

２ またしても起こった減肉事故 

 前述の⑥の事故から１年が経過した。債権者らを含め、原子力問題に

関心のある多くの市民は、そろそろ次の減肉事故が起こるのではないか

と危惧していた。 

 そして、その危惧は的中した。 
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債務者は今年１０月１７日、定期検査中の高浜原発３号機（高浜町）

で、蒸気発生器の伝熱管２本に減肉やひびが見つかったと発表した（甲

１５９）。 

 債務者の発表によれば、伝熱管の外側からの減肉と、内側からのひび

が１カ所ずつみつかった。減肉は、「スケール」と言われる伝熱管に付

着した鉄の微粒子による摩耗、ひびは応力腐食割れが原因とみられる。 

    債務者のこれまでの主張によれば、①～③の事故と④～⑥の事故は性

質が違い、かつ、④～⑥については再発防止策が取られている、とのこと

である（例えば債務者主張書面(12)末尾）。 

    しかし、「再発防止策」が取られたにもかかわらず、またしても⑤と同

様、同じ３号機で、同じくスケールによる減肉事故が生じた。 

    この点債務者は、あたかも減肉が安全性と無関係であるかのように主

張しているが、債務者が主張書面(10)の１４ｐにおいて、あたかも債務者

は、評価手法には「決定論的評価手法」と「確率論的評価手法」があり、

原子力発電所の地震動評価で用いられているのは「決定論的評価手法」で

あって「確率論的評価手法」ではないかのように述べていたのと同様（債

権者準備書面１５）、明白な虚偽である。 

    甲１６０によれば、減肉は、原発だけでなく（換言すれば原発を筆頭と

して）配管に危険を及ぼすものであり、債権者らの人格権侵害の具体的・

現実的危険を有するものである。そして、債権者らの「再発防止策」によ

ってはもはや回避できないことが明白となっており、上記危険を防ぐに

は、本件原発の運転を差し止めるほかない。 

 

 以 上 


